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No. 大項目 小項目  Q A

1-1
任意
入院

未成年等
　被後見人、被保佐人、及び未成年者は、任
意入院が可能か。

　精神保健福祉法第２０条（任意入院）について、五訂精神保健福祉法詳解の逐条解説〔４〕では、以下
のようにあります。

　「『同意』は任意入院の基本的要件であるが、その意味は精神科病院の管理者との入院契約のような
民法上の法律行為としての同意と必ずしも一致するものではなく、患者が自らの入院について拒むこと
ができるにもかかわらず、積極的に拒んでいない状態を含むものとされている。非強制という状態での入
院を促進することに任意入院の中心的意義があるとする考え方に立つものである。したがって、未成年
者又は成年被後見人である精神障害者が入院する場合であっても、入院契約とは異なり、親権者又は
後見人の同意を更に必要とするものではない。」

2-1 同意書
　入院及び更新に係る同意書は、必ず署名で
なければならないのか。

　入院及び更新に係る同意書は、同意する同意者によって作成されるものであるという観点から、必ずし
も署名である必要はありませんが、同意を取り付けた証明責任は、医療機関が負うことになります。

2-2
同意書の
代筆

　医療保護入院の同意書について、同意者が
受診に同伴できず電話で同意を得た場合、同
意書は代筆でよいか。また、どのような場合
に、同意書の代筆は認められるのか。

　代筆は、身体障害（視覚障害含む）により記載できない場合のみ認められ、遠方（海外含む）という理
由は認められない。口頭（電話）で同意が取れている場合は、同意書の代筆は認められないため、同意
書は後日郵送とすること。なお、口頭（電話）で同意が取れている旨を診療録に記載してください。
　同意書の代筆を行う場合は、その旨、及び「代筆した者の氏名」「同意者との関係」「代筆する理由」の
４点について、診療録に記載してください
　また、同意書の空欄にも同４点について記載しておくことが望ましいです。
　例えば、同意者自身が施設等に入所等しており、身体障害がある場合は、当該施設等の職員が代筆
を行うことも考えられます。

2-3 電話同意
　電話で同意をとり医療保護入院となった翌日
に家族等が来院して、同意書にサインした。同
意書の日付はいつにすべきか。

　電話で同意した日（入院日と同日）にしてください。
なお、口頭（電話）による同意で入院になった旨は、診療録に記載してください。

2-4 電話同意
　電話で同意を得た家族等に郵送で同意書を
依頼しているが、提出期限（１０日以内）に間に
合わない場合、遅延事由書が必要か。

　口頭（電話）による同意、同意書の訂正、市町村長による同意などで同意書の取得に日数を要する場
合は、以下のように対応してください。
①病院が行うこと
　「同意書を添付できない理由」を入院届の余白に記載し、提出期限内に当該入院届を保健所へ提出す
ること。その後提出された同意書は、速やかに保健所へ提出する。（法改正に伴うQ&A(平成26年3月20
日）問２－８参照）

②保健所が行うこと
　「同意書を添付できない理由」が記載されている入院届を収受した場合は保健所で保管し、同意書等
の添付書類が全て揃った段階で速やかに進達する。
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No. 大項目 小項目  Q A

2-5 同意書

　医療保護入院、及びその更新に係る市町村
長同意書の同意日について、様式に同意日欄
は設けられていないが、右上の年月日欄が同
意日でよろしいか。

　お見込みのとおり。
　したがって、更新では、同意日が入院期間満了日を過ぎている場合は、更新の要件を満たしていない
ことになるため留意してください。

2-6 同意

　入院患者が１８歳（成年年齢）に達しており、
複数の家族等が医療保護入院（更新）の同意
意思を示している場合、「入院（更新）同意書」
は連名で記載するのか。
　また、入院届（更新届）の「同意した家族等」
欄にはどう記載すればいいか。

　「入院（更新）同意書」は、連名でも各家族等から１部ずつ取得する方法でも構いません。入院届（更新
届）の「同意した家族等」欄には、主たる同意書を記載してください。

【参照】
・令和 5年11月27日障精発 1127第6号「医療保護入院における家族等の同意に関する運用について」
厚労省通知
・令和5年11月27日付け「改正精神保健福祉法の施行に伴うＱ＆Ａについて」厚労省事務連絡 問１－３
家族等の全員から同意をとる必要があるか

2-7 同意
　今まで同意者になっていた家族の認知症が
進み、被後見人（又は被保佐人）になった場合
でも医療保護入院の同意者になれるか。

　下記「引用元※」には以下のように記載されていますので、参照してください。

【問】
　成年被後見人等は「家族等」として医療保護入院の同意を行うことができるのか。
【答】
　成年被後見人等も精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第33条第1項
の「家族等」として医療保護入院の同意を行い得るが、成年被後見人等は、精神上の障害により事理を
弁識する能力を欠く常況にあるか、事理を弁識する能力が著しく不十分であることから、成年被後見人
等から同意をとることについては、「精神の機能の障害により医療保護入院の同意又は不同意の意思
表示を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当していない
かどうか、精神科病院の管理者において慎重な判断をされたい。
　なお、判断に当たっては、成年被後見人等の精神の機能の状態についての成年後見人又は保佐人の
意見を参考にすることも考えられる。

※引用元
　「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」
等の施行に伴う医療保護入院における家族等の同意に関する運用について「（別添）成年被後見人等
の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う医療保
護入院における家族等の同意に関するQ&A」（令和元年12月6日厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部精神・障害保健課事務連絡）
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No. 大項目 小項目  Q A

2-8
後見人・
保佐人

　成年後見人が複数選任されている場合があ
るが、この場合の同意者はどうなるか。

　成年後見人が複数いる場合においては、原則として後見人がそれぞれ権利を行使することができま
す。そのため、だれかひとりの同意でも問題ありません。
ただし、以下の場合は、取扱いに注意してください。

①共同行使の定めがある場合
　複数の後見人のすべての同意が必要となります。
②分掌の定めがある場合
　身上監護を分掌されている者がいる場合には、その者しか同意ができません。

2-9
後見人・
保佐人

　法人が後見人又は保佐人に選任されている
場合の記載方法等はどうなるか。

　法人が、後見人又は保佐人に選任されている場合、入院届の「同意をした家族等」欄の「氏名」には法
人名を記載し、「生年月日」は空欄でよい。「同意書」も同様に「氏名」には法人名を記載し、「生年月日」
は空欄でよい。法人の後見人又は保佐人による医療保護入院の同意は、法人としての同意行為ができ
る者が行ってください。

2-10
後見人・
保佐人

　後見人等が姓や住所を変更した場合、その
直後の更新に係る同意（「みなし同意」を除く）
の際は、最新の登記事項証明書（写し）を提出
する必要があるか。

　お見込みのとおり。
　なお、更新に係る同意が「みなし同意」の場合、直近で同意した後見人等と明らかに同一人物であれ
ば、「みなし同意」として差し支えないものとし、最新の登記事項証明書の添付を不要とする。

2-11
後見人・
保佐人

　扶養義務者が後見人又は保佐人に選任され
た場合、どちらの立場で同意を行うのか。

　扶養義務者として同意を行うことも可能ですが、後見人又は保佐人として同意手続きを行ってください。

2-12
任意後見
人

　任意後見人は、医療保護入院の同意は可能
か。

　厚生労働省の見解によると、「任意後見人は代理権の延長であって、医療侵襲行為は認められな
い。」。任意後見人は医療保護入院の同意者になれません。

2-13
未成年後
見人

　未成年後見人の確認は、病院管理者が任意
で戸籍謄本により行ってきたが、入院届等へ
の添付は不要だった。今後も同様の取扱いと
してよいか。

　お見込みのとおり。

2-14 養子縁組
　患者が養子縁組しており、養親に実子もいる
場合、患者（養子）と養親の実子は扶養義務
があるのか。

　扶養義務があります。
　民法第727条に、「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるの
と同一の親族関係を生ずる」とあるためです。
　なお、養子と養親、養子と養親の血族との間に親族関係は生じるが、養子の血族（実親や実兄弟など）
と、養親及び養親の血族との間に親族関係は生じません。

医療
保護
入院

3



No. 大項目 小項目  Q A

2-15 養子
　患者の弟が叔母の養子になっている。この
弟は医療保護入院の同意は可能か。

①普通養子縁組をしている場合
　縁組前の血族との扶養義務があり同意は可能です。
②特別養子縁組の場合
　縁組前の血族との扶養義務がなくなるため同意はできません。

　なお、特別養子縁組をする場合は、養子が原則６歳未満までに家庭裁判所に申立てをして、特別養子
縁組許可の審判を得る必要があり、法律上、縁組前の血族との血族関係を消滅させるのは特別養子縁
組のみです。

2-16 継子
　継母と継子の間で、医療保護入院の同意が
可能か。

①継子が成人の場合
　継父母と養子縁組をしている場合に限り互いに扶養義務が生じるため、縁組をしている場合は、継父
母が医療保護入院する際の継子による同意が可能です。また、継子が医療保護入院する際の継父母に
よる同意も可能となります。
②継子が未成年の場合
　継父母と養子縁組をしている場合は、実父（母）と継父母が二人で親権を有するため、親権者として医
療保護入院に同意する場合は、原則二人の同意が必要です。一方、継父母と養子縁組していない場合
は、実父（母）一人で親権を有するため、親権者として医療保護入院に同意する場合は、実父（母）一人
で同意することになります。

2-17 異父兄弟
　患者の異父（母）兄弟は、医療保護入院の同
意が可能か。

　父もしくは母を同じにする半血兄弟（異父（母）兄弟）は、継子と継父母の縁組の有無に係らず互いに扶
養義務があり、医療保護入院の同意が可能です。

2-18 婚外子
　認知届が受理されている非嫡出子（婚外子）
は医療保護入院の同意は可能か。

　子の認知届が市区町村役所に受理されれば法律上の父子関係が成立し、お互いの扶養義務が発生
するため、医療保護入院の同意は可能です。

2-19
扶養義務
者

　家庭裁判所の発行した「扶養義務者選任審
判書」に記載されている家族等の姓名、住所
が現在の事実と異なっている。この審判書に
記載された家族等は、医療保護入院の同意を
行うことができるか。

　家庭裁判所で発行した審判書については、姓名や住所など事後的事実変更に伴う記載内容の変更手
続きが無い。このため、家族等の結婚、転居等により審判書の内容と現在の状況が異なることも発生す
る。したがって、住民票等で同一人物と確認できれば医療保護入院の同意を行うことは差し支えありま
せん。
　また、確認した書類等は審判書と共に病院で保管しておくことが望ましいです。
　なお、平成２６年４月１日の改正法施行前の「保護者選任審判書」についても同様の取扱いとなりま
す。
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No. 大項目 小項目  Q A

2-20
添付関係
書類

　直系血族及び兄弟姉妹以外の三親等内の
親族が家庭裁判所で扶養義務者に選任され、
入院や更新に係る同意を行った場合、各届に
当該審判書（写し）の添付は必要か。

　お見込みのとおり。

2-21
家族等の
範囲と扶
養義務者

2-22 欠格事項 　訴訟による「家族等」の欠格事由ついて

　訴訟を事由に「家族等」から除かれる者として、精神障害者に対し訴訟をしている者又はした者（原告
だけでなく被告を含む）、並びに原告・被告それぞれの配偶者及び直系血族が除かれます。
　欠格事由は、訴訟を提起した事実があって初めて生ずるものであり、訴訟の準備はこれに当たらない。
また、「訴訟をした者」も欠格事由となり、一度訴訟すると「家族等」の規定から除かれるので注意が必要
です。
　なお、同意をした家族等は、入院及び更新に係る「同意書」において、「行方の知れない者」を除く５つ
の欠格事由のいずれにも該当しないことを申告することとなっているので、それを踏まえ同意を得る必要
があります。
（精神保健福祉法第５条第２項　参照）

　扶養義務者以外の三親等内の親族が扶養義務者となる場合には、扶養義務者の指定が必要である。
  家庭裁判所への申立てにより、叔父、叔母、甥、姪、兄弟の配偶者、配偶者の兄弟などの三親等内の親族を扶養義務者に指定することができる。（法
改正に伴うQ&A(平成26年3月20日）問２－１参照）
　また、同居人等の場合でも、扶養義務設定申し立てを行い、家庭裁判所が相当と認めた場合には扶養義務者として選任されることもあるため、十分
調査を行うこと。

図　扶養義務者及び三親等内の親族
※　民法第８７７条　【扶養義務者】
１　直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
２  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
３  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
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No. 大項目 小項目  Q A

2-23 虐待

　医療保護入院を行った後に当該同意者によ
る虐待が判明した場合、速やかにそれ以外の
家族等から同意を得るとともに、入院届を再提
出することとなっているが、その場合の記載や
提出方法について教えてほしい。

　以下の記載例のように記載してください。

【初めの医保入院届】
「今回の入院年月日」　　　　　　　　　　　 令和6年9月26日
「家族等の同意により入院した年月日」 令和 6年9月26日
「今回の医療保護入院の入院期間」　　 令和6年12月26日まで
「入院形態」　　　　　　　　　　　　　　　　　  医療保護入院
 
【虐待判明後の医保入院届】
「今回の入院年月日」　　　　　　　　　　   令和6年9月26日
「家族等の同意により入院した年月日」 令和 6年9月30日
「今回の医療保護入院の入院期間」　　 令和6年12月26日まで
「入院形態」　　　　　　　　　　　　　　　　    医療保護入院
 
※「生活歴及び現病歴」欄に、同意者による虐待が判明したため同意者を変更した旨を記載すること。
※虐待判明後の入院も同じ入院と考えるため、「前回入院期間」欄や入院回数は、初めの入院届と同じ
でよい。
※両方の入院届をセットにする必要はない。

2-24 告知
　法第33条の3に基づく書面による告知につい
て、本人あては4週を経過する日までだが、家
族あての告知期間はあるか。

　入院患者本人には、「当該入院措置を採った日又は当該入院期間の更新を した日から4週間を経過
する日までの間であって (省略)」と規定がある。 家族等への告知については時間的な規定がありませ
ん。

医療
保護
入院
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No. 大項目 小項目  Q A

2-25
医療
保護
入院

審議記録 　退院支援委員会の審議録は審査対象か。

　対象としています。

　精神医療審査会運営マニュアル※の以下規定。

Ⅵ　入院及び入院期間の更新の届出並びに定期の報告等に関する審査等の対応について
（3）　合議体での審査に関するその他の事項
　　イ　入院期間の更新等に関する審査
　　　　医療保護入院患者の入院期間の更新に関する審査に当たっては、添付されている入院期間
     更新届及び医療保護入院者退院支援委員会審議記録により、特段の理由なく入院の継続が必
     要と判断されていないか確認する。

※「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十二条に規定する精神医療審査会について」「（別
添）精神医療審査会運営マニュアル」（令和5年11月27日障発1127第5号厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部長通知）

3-1
措置
入院

措置定病
　「措置入院者の定期病状報告書」に係る診
察日、作成年月日（病院名の上の日付）、及び
報告月について教えてほしい。

　例えば、8月に措置入院した場合の初回報告月は11月となります。
　なお、診察日については報告月の前月を認めるが、作成年月日及び報告月（保健所の収受）は11月中
としてください。
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第140条 日、週、月又は年によって期間を定めた時は、期間の初日は、算
入しない。但し、その期間が午前０時から始まる時は、この限りでない。

（期間の満了）
第141条 前条の場合には、期間はその末日の終了をもって満了する。

（暦による期間の計算）
第143条 週、月又は年によって期間を定めた時は、その期間は、暦に従っ

て計算する。

2 週、月又は年の初めから期間を起算しない時は、その期間は、最後の週、
月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。但し、月又
は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がない時
は、その月の末日に満了する。

期間の考え方（民法）

「期間」の一般的なイメージ

5/10 5/11 6/10 6/11 

起算日 応当日基準

5/10の１か月後は？

5/10の起算日は5/11。
その応当日6/11日の前日
である6/10。

応当日
の前日

8

２　医療保護入院の更新に係る期間の考え方や記載例



入院期間、及び届出期間の例
（１）入院届の入院期間（例：上限の３か月） 7/1〜10/1

※入院期間満了日は、起算日7/2の応当日10/2の前日10/1。
※届出期間7/1〜7/11

（２）更新届の入院期間（例：上限の３か月）10/2〜 1/1
※入院期間満了日は、起算日10/2（午前0時から始まるため）

の応当日1/2の前日1/1。
※届出期間10/2〜10/11

（３）更新届の入院期間（例：上限の６か月） 1/2〜 7/1
※入院期間満了日は、起算日1/2（午前0時から始まるため）

の応当日7/2の前日7/1。
※届出期間1/2〜1/11

更新のイメージ

7/1 10/1 10/2 1/1 1/2 7/1
入院 満了日 更新 満了日

0:00 23:59

更新 満了日
【上限の３か月】 【上限の３か月】 【上限の６か月】

満了日は、起算日7/2
の応当日である10/2
の前日10/1

満了日は、起算日10/2
の応当日である1/2の
前日1/1

満了日は、起算日1/2の応当日
である7/2の前日7/1

届出期間は、
10/2~10/11

届出期間は、
7/1~7/11

届出期間は、
1/2~1/11

0:00 23:59

7/1    7/2 10/1 10/2 

応当日
基準 起算日 の前日 応当日

10/2        1/1 1/2 

応当日
起算日 の前日 応当日

1/2        7/1 7/2 

応当日
起算日 の前日 応当日

満了日 満了日 満了日

※記載例①−１､①−２を参照してください。
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民法第143条第2項「最後の月に応答する日がない時は、
その月の末日に満了する。」とは…

例１）1月30日医療保護入院し､入院期間を1か月とする場合の満了日は？
令和7年1月30日（医保入院）➔同年2月28日（満了日）
※起算日1/31の応当日がないため、その月の末日2/28に満了する。

例２）7月30日に入院期間満了し、更新後の入院期間を2か月とする場合
の満了日は？

令和6年7月31日（更新初日）➔ 同年9月30日（満了日）
※起算日7/31（午前0時から始まるため）の応当日がないため、そ

の月の末日9/30に満了する。

10



「医療保護入院者の入院期間更新届」
及び

「医療保護入院者退院支援委員会審議記録」

記載例①−１

令和６年４月以降に医療保護入院した場合

医療保護入院者の入院期間更新届 

 令和   年   月   日 

○ ○ 知事 殿 

 病 院 名 
 所 在 地 
 管理者名  

医 療 保 護 入 院 者 

フリガナ  

生 年 月 日 
明・大 
昭・平 

令 

年   月   日生 
 

(満   歳) 氏 名 (男･女) 

住 所 
都道       郡市       町村 
府県        区         区 

医 療 保 護 入 院 年 月 日 
( 第 3 3 条第１ 項・ 第 ２ 項 
に よ る 入 院 ) 

昭和 
平成   ６ 年 ７ 月 １ 日 
令和 

今 回 の 
入 院 年 月 日 

昭和 
平成 
令和 

６ 年 ３ 月 １３ 日 

入 院 形 態     任意➔医療保護 

入 院 届 又 は 
前回の入院期間更新届での 
入 院 期 間 

令和 ６ 年 ７ 月 １ 日 
～令和 ６ 年 10 月 １ 日 

本 更 新 後 の 
入 院 期 間 

令和 ７ 年 １ 月 １ 日まで 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

医療保護入院者退院支援委員会審議記録 

               委員会開催年月日   年  月  日 

患者氏名 

 

生年月日 

大正 
昭和 
平成       
令和 

 

  年  月  日 

退院後生活環境 
相談員の氏名 

 

現在の入院期間    令和 ６ 年 ７ 月 １ 日から 令和 ６ 年 10 月 １ 日まで 

出席者 

主治医（                        ） 

看護職員（                       ） 

退院後生活環境相談員（                 ） 

本人（出席・欠席）、家族等（       （続柄）     ） 

その他（                        ） 

本人及び家族等の意見  

・入院期間の更新の必要性の 

 有無とその理由 

・退院に向けた具体的な取組 

有   ・   無 

 

更新後の入院期間 
※入院から６ヶ月経過までは 
 ３か月以内、６か月経過後 
 は６ヶ月以内の期間。 

     令和 ７ 年 １ 月 １ 日まで 

その他  

                 〔病院管理者の署名： ➔ 署名又は記名・捺印  〕 

                    〔記録者の署名：  ➔ 署名         〕 

①－１ 令和６年４月以降に医療保護入院した場合の記載例 
  
 入院時の入院期間を上限の３か月、初回更新時の入院期間を上限の３か月とした場合 

※入院期間満了日は、令和 6 年 10 月１日。 
※更新後の入院期間の初日は、同年 10 月２日。 
※更新届は、同年 10 月２日から 10月 11 日までに届出を行う。なお、10 月１日は届出できない。 
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記載例①−２

①−１の次の更新の場合

医療保護入院者の入院期間更新届 

 令和   年   月   日 

○ ○ 知事 殿 

 病 院 名 
 所 在 地 
 管理者名  

医 療 保 護 入 院 者 

フリガナ  
生 年 月 日 

明・大 
昭・平 
令 

年   月   日生 
 

(満   歳) 氏 名 (男･女) 

住 所 
都道       郡市       町村 
府県        区         区 

医 療 保 護 入 院 年 月 日 
( 第 3 3 条 第 １ 項 ・ 第 ２ 項 
に よ る 入 院 ) 

昭和 
平成   ６ 年 ７ 月 １ 日 
令和 

今 回 の 
入 院 年 月 日 

昭和 
平成 
令和 

６ 年 ３ 月 １３ 日 

入 院 形 態     任意➔医療保護 

入 院 届 又 は 
前回の入院期間更新届での 
入 院 期 間 

令和 ６ 年 10 月 ２ 日 
～令和 ７ 年 １ 月 １ 日 

本 更 新 後 の 
入 院 期 間 

令和 ７ 年 ７ 月 １ 日まで 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

医療保護入院者退院支援委員会審議記録 

               委員会開催年月日   年  月  日 

患者氏名 

 

生年月日 

大正 
昭和 
平成       
令和 

 

  年  月  日 

退院後生活環境 
相談員の氏名 

 

現在の入院期間    令和 ６ 年 ７ 月 １ 日から 令和 ７ 年 １ 月 １ 日まで 

出席者 

主治医（                        ） 

看護職員（                       ） 

退院後生活環境相談員（                 ） 

本人（出席・欠席）、家族等（       （続柄）     ） 

その他（                        ） 

本人及び家族等の意見  

・入院期間の更新の必要性の 

 有無とその理由 

・退院に向けた具体的な取組 

有   ・   無 

 

更新後の入院期間 
※入院から６ヶ月経過までは 
 ３か月以内、６か月経過後 
 は６ヶ月以内の期間。 

     令和 ７ 年 ７ 月 １ 日まで 

その他  

                 〔病院管理者の署名： ➔ 署名又は記名・捺印  〕 

                    〔記録者の署名：  ➔ 署名         〕 

①－２  
①－１の次の更新時の入院期間を上限の６か月とした場合 

※入院期間満了日は、令和７年１月１日。 
※更新後の入院期間の初日は、同年１月２日。 
※更新届は、同年１月２日から１月 11 日までに届出を行う。なお、１月１日は届出できない。 
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上限６か月の設定について
（令和６年４月以降入院者）

●６か月間の設定ができる場合

３か月 ３か月 ６か月

入院日が
起点

更新時の入院期間を上限の６か月とする場合、
当該医療保護入院から６か月を経過した後であ
る必要があります。

7/4  10/3４/３ 7/3
更新 満了日入院日 満了日

10/4                                                                4/3
更新 満了日

１回目更新 ２回目更新

６か月間の設定

６か月
経過

４/3      7/２

8/4   9/34/3 6/3

上限６か月を設定できない事例
（令和６年４月以降入院者）

【例１】
更新 満了日入院日 満了日

【例２】
入院日 満了日

9/4 3/3
更新 満了日

更新 満了日

①３か月未満

６か月間の設定

６か月
経過

6/4 8/3
更新 満了日 更新 満了日

10/3 4/27/3      10/２ ６か月間の設定

②３か月

③通算 ６か月未満

①３か月未満 ②３か月未満 ③３か月未満

④通算 ６か月未満

１日不足
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医療保護入院者の入院期間更新届 

 令和   年   月   日 

○ ○ 知事 殿                 病 院 名 

 所 在 地 
 管理者名  

医 療 保 護 入 院 者 

フリガナ  
生 年 月 日 

明・大 
昭・平 

令 

年   月   日生 
 

(満   歳) 氏 名 (男･女) 

住 所 
都道       郡市       町村 
府県        区         区 

医 療 保 護 入 院 年 月 日 
( 第 3 3 条第１ 項・ 第 ２項 
に よ る 入 院 ) 

昭和 
平成   ６ 年 ４ 月 ３ 日 
令和 

今 回 の 
入 院 年 月 日 

昭和 
平成 
令和 

６ 年 ３ 月 １３ 日 

入 院 形 態     任意➔医療保護 

入 院 届 又 は 
前回の入院期間更新届での 
入 院 期 間 

令和 ６ 年 ７ 月 ３ 日 
～令和 ６ 年 １０ 月 ２ 日 

本 更 新 後 の 
入 院 期 間 

令和 ７ 年 ４月 ２ 日まで 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

医療保護入院者退院支援委員会審議記録 

               委員会開催年月日   年  月  日 

患者氏名 

 

生年月日 

大正 
昭和 
平成       
令和 

 

  年  月  日 

退院後生活環境 
相談員の氏名 

 

現在の入院期間    令和 ６ 年 ４月 ３ 日から 令和 ７ 年 １０ 月 ２ 日まで   

出席者 

主治医（                        ） 

看護職員（                       ） 

退院後生活環境相談員（                 ） 

本人（出席・欠席）、家族等（       （続柄）     ） 

その他（                        ） 

本人及び家族等の意見  

・入院期間の更新の必要性の 

 有無とその理由 

・退院に向けた具体的な取組 

有   ・   無 

 

更新後の入院期間 
※入院から６ヶ月経過までは 
 ３か月以内、６か月経過後 
 は６ヶ月以内の期間。 

     令和 ７ 年 ４ 月 ２ 日まで 

その他  

                 〔病院管理者の署名： ➔ 署名又は記名・捺印  〕 

                    〔記録者の署名：  ➔ 署名         〕

①３か月未満   （令和６年４月３日 ～ 令和６年 ７月２日 ➔ ３か月には１日不足） 

②３か月      （令和６年７月３日 ～ 令和６年１０月２日 ➔ ３か月満たす） 

③通算６か月未満 （令和６年４月３日 ～ 令和６年１０月２日 ➔ ６か月には１日不足） 

 

上限６か月を設定できない事例 

【例１】 

上限６か月を
設定できない事例

【事例１】
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医療保護入院者の入院期間更新届 

 令和   年   月   日 

○ ○ 知事 殿                 病 院 名 

 所 在 地 
 管理者名  

医 療 保 護 入 院 者 

フリガナ  
生 年 月 日 

明・大 

昭・平 
令 

年   月   日生 
 

(満   歳) 氏 名 (男･女) 

住 所 
都道       郡市       町村 
府県        区         区 

医 療 保 護 入 院 年 月 日 
( 第 3 3 条第１ 項・ 第 ２ 項 
に よ る 入 院 ) 

昭和 
平成   ６ 年 ４ 月 ３ 日 
令和 

今 回 の 
入 院 年 月 日 

昭和 
平成 
令和 

６ 年 ３ 月 １３ 日 

入 院 形 態     任意➔医療保護 

入 院 届 又 は 
前回の入院期間更新届での 
入 院 期 間 

令和 ６ 年 ８ 月 ４ 日 
～令和 ６ 年 ９ 月 ３ 日 

本 更 新 後 の 
入 院 期 間 

令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日まで 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

医療保護入院者退院支援委員会審議記録 

               委員会開催年月日   年  月  日 

患者氏名 

 

生年月日 

大正 
昭和 
平成       
令和 

 

  年  月  日 

退院後生活環境 
相談員の氏名 

 

現在の入院期間    令和 ６ 年 ４月 ３ 日から 令和 ７ 年 ９ 月 ３ 日まで   

出席者 

主治医（                        ） 

看護職員（                       ） 

退院後生活環境相談員（                 ） 

本人（出席・欠席）、家族等（       （続柄）     ） 

その他（                        ） 

本人及び家族等の意見  

・入院期間の更新の必要性の 

 有無とその理由 

・退院に向けた具体的な取組 

有   ・   無 

 

更新後の入院期間 
※入院から６ヶ月経過までは 
 ３か月以内、６か月経過後 
 は６ヶ月以内の期間。 

     令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日まで 

その他  

                 〔病院管理者の署名： ➔ 署名又は記名・捺印  〕 

                    〔記録者の署名：  ➔ 署名         〕

上限６か月を設定できない事例 

【例２】 

①３か月未満   （令和６年４月３日 ～ 令和６年６月３日） 

②３か月未満   （令和６年６月４日 ～ 令和６年８月３日） 

③３か月未満   （令和６年８月４日 ～ 令和６年９月３日） 

④通算６か月未満 （令和６年４月３日 ～ 令和６年９月３日） 

 

上限６か月を
設定できない事例

【事例２】
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